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1. 本事業について
1.1. 本事業の概要

本事業の概要

発注者：厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室

事業名：医療扶助のオンライン資格確認に関する調査研究一式

期間：令和3年5月13日 ～ 令和4年3月31日

本事業の背景・目的（概要）

医療保険制度においては、令和3年3月からマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が開始された（本格稼働は令和3年10月
開始）。 一方で、医療扶助においては、令和元年12月の「新デジタル・ガバメント実行計画」の中で、令和5年度中にオンライン資格
確認の導入を目指すこととなっている。

上記を踏まえ「医療扶助に関する検討会」において議論が行われ、医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた方向性が示された。
本調査研究事業では、令和5年度の導入を目指す医療扶助のオンライン資格確認について、具体的な実現方式を策定し、その課題
を具体化・分析し、対応方針等の検討を行う。

医療扶助のオンライン資格確認等の前提

(1)  運用開始時期（予定）：令和5年度中

(2)  対象医療機関等：全ての医療機関・薬局

(3)  対象保険者：福祉事務所（都道府県/市区町村）

(4)  対象証： 医療券/調剤券

(5)  対象利用者： 生活保護受給者



55

1.本事業について
1.1. 本事業の概要
1.2. 背景・目的
1.3. 実施業務とスケジュール
1.4. 本報告書の構成



.

6

1. 本事業について
1.2. 背景・目的
1.2.3.事業内容に対する理解（医療扶助のオンライン資格確認の方針（案）及び期待される効果）

医療扶助の資格確認に係る課題については、医療保険と同様に、オンライン資格確認を導入することにより、直接的な効果が期待でき
ると理解しています。また、オンライン資格確認の導入に併せて、被保護者の来院・来局状況を適宜確認できる仕組みを導入することで
、頻回受診の傾向がある被保護者等を早期に特定できると理解しています。

• 医療券の発行負荷

• 医療券の受領負荷

• 保護廃止後の診療報酬請求

事務コストの削
減

• マイナンバーカードによるオンライン資格確認により、医療券の発行及び受領負
荷が削減される想定です。

• オンライン資格確認により、医療機関等で最新の資格情報を閲覧できるため、
資格過誤による返戻対応の負荷が削減できる想定です。

医療扶助における主な課題 オンライン資格確認の方針（案）及び期待される効果

• 医療機関等が閲覧できる情報の
範囲

より良い医療の
提供

• オンライン資格確認により、薬剤情報・特定健診情報に基づく診断を行うことで、
被保護者に提供する医療の質が高くなる想定です。

• 本人確認
制度の信頼性
の向上等

• 顔認証付きカードリーダーを利用して資格確認を行うことで、マイナンバーカード
に記載された本人以外が資格を利用できなくなる想定です。

• 頻回受診

• 向精神薬の重複投与

• 長期入院患者

生活保護制度
の更なる適正
化の解消

• オンライン資格確認の導入と併せて、被保護者の資格確認の状況を日次で確
認できる仕組みを導入することで、頻回受診等の実態の早期特定・指導等の
効果が期待できる想定です。

• 被保護者の受診情報を、福祉事務所が随時確認可能にすることで、被保護
者に対する健康管理支援事業を更に効率的・効果的に進めることができる想
定です。

• 健康管理支援
被保護者健康
管理支援事業
の推進

オンライン資格確認導入の方針（案）/期待される効果
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1. 本事業について
1.3. 実施業務とスケジュール
1.3.1. 本業務の作業内容

本業務は調達仕様書「医療扶助のオンライン資格確認に関する調査研究一式」の作業をスコープとし、5つの業務単位ごとに推進しま
した。各業務単位のスケジュールについては、後述の「全体作業スケジュール」に示します。

プロジェクト管理

概要

• 本プロジェクトの推進に当たって、プロジェクト計画書を作成後、当該計画書に基づくプロジェクト管理しま
す。

• 本プロジェクトを通して、進捗管理・品質管理・コミュニケーション管理・体制管理・リスク管理・課題管理
を実施します。

業務単位

①

調査研究

• 医療扶助のオンライン資格確認について、主にネットワーク方式・業務/運用・機能・データの観点で具体
の実現方式（大方針）を検討します。

• 実現方式（大方針）の策定後、具体の検討事項を洗い出し、自治体システム/支払基金システム/医
療機関等システムベンダの意見を踏まえつつ、対応方針を検討します。

②

要件整理支援

• 調査研究で策定した実現方式（大方針）に基づき、次年度の自治体システム/支払基金システム/医
療機関等システムの改修を円滑に進めるため、主に中央側の支払基金システムの要件整理を支援しま
す。要件整理にあたっては、支払基金/支払基金システムベンダとの打合せ等を行い、支払基金システム
ベンダの不明点の潰しこみ、課題検討等を実施します。

③

予算要求支援

• 貴省における予算要求（次年度向け）に向けて、自治体システム/支払基金システム/医療機関等シ
ステム/マイナポータルの改修に係る見積もりを実施します。

• 実の見積もりは各ベンダに実施しただくため、見積もりに必要な見積もり依頼書・実装予定機能等を整
理します。また、各ベンダからの見積もり結果を取り纏め、貴省に共有します。

④

関係機関との調整

• 医療扶助のオンライン資格確認の実現方式の検討にあたって、関係機関（医療団体・自治体）の意
見を反映するため、関係機関を含めたWGを開催します。

• WG以外でも、自治体・自治体システムベンダと個別に打合せ等を実施し、現場の意見を収集し、実現
方式の検討に反映します。

⑤

本業務の作業の概要



.

9

1. 本事業について
1.3. 実施業務とスケジュール
1.3.2. 全体スケジュール

本業務は2021年5月中旬～2022年3月末までの約10.5ヶ月間にわたって実施しました。

4月 8月 10月 12月 2月

2021年 2022年

プロジェクト管理/関
係機関との調整等

マイルストン

プロジェクト計画書

6月 9月 11月 1月 3月5月 7月

調査研究報告書
要件整理報告書

プロ

計
プロジェクト管理/会議運営/関係者調整

▲検討会1 ▲検討会2

▲中間報告(12月上旬) 最終報告(3月下旬)▲

論点抽出/整理

インプット収集/

初期仮説立案

課題検討/関係機関からの情報収集
調査結果

報告書の

作成インプット収集/

初期仮説立案

課題検討/

関係機関からの情報収集

PJT内での認

識合わせ

支払基金との認

識合わせ

検討状況の共有(制度・法

律・業務フロー等の説明)

本PJT側で整理する

情報軍の共有

要件整理

報告書の

作成

概算見積もり取得

(技術的な質問・助言

含む)

QA一覧等の作成・更新

概算

見積もり

結果取り

纏め

概算見積もり

準備

▲予算要求

調
査
研
究

要
件
整
理
支
援

共通

予算要求に
係る調査研究

要件整理に
係る調査研究

大方針の
摺合せ

検討状況・整
理する情報の
共有

資料(成果物)
の作成

全体スケジュール

予
算
要
求
支
援

自治体システ
ム・支払基金シ
ステムの見積

医療機関等シ
ステムの見積

概算見積もり取得

(技術的な質問・助

言含む)

概算

見積もり

結果取り

纏め

概算見積もり

準備
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1. 本事業について
1.4. 本報告書の構成

本報告書は、「1.3.1. 本業務の作業内容」に記載の業務単位に沿って作成しています。調達仕様書上の成果物と本報告書の対応
関係を以下に示します。
※業務単位：「プロジェクト管理」を除く。

1.会議付議資料

報告内容調達仕様書上の成果物

2.会議議事録

3.プロジェクト計画書

4.調査結果報告書

5.要件整理報告書

本報告書の構成

1.本事業について

2.調査研究

3.要件整理支援

4.予算要求支援

5.関係機関との調整

本業務の目的・背景、作業スケジュール等の本業務の基本
事項を報告。

調達仕様書上の成果物と本報告書の対応関係を報告。

調査研究の中で実施した実現方式（大方針）の検討内容
（検討経緯、検討結果）を報告。

実現方式（大方針）から抽出した個別の検討事項（課
題）の対応方針を報告。

支払基金・支払基金システムベンダと調整した、医療扶助の
オンライン資格確認における詳細な要件を報告。

「QA一覧」の中で、本PJT・支配基金・支払基金ベンダ間の
調整経緯の詳細を報告。

自治体システム/支払基金システム/医療機関等システムベン
ダへの見積もり依頼内容・見積もり結果を報告。

各システムベンダから受領した概算見積もり結果の詳細を別
紙で報告。

WG/中間報告/最終報告/自治体・自治体システムベンダと
の調整内容を報告。

各関係機関との打合せ内容及び指摘事項等の詳細を報告。

調達仕様書上の成果物⇔本報告書の構成
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２章：調査研究
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.1.1 医療扶助のオンライン資格確認の導入方針（基本方針）

医療扶助のオンライン資格確認の導入方針

• 医療扶助のオンライン資格確認においては、医療保険におけるオンライン資格確認の仕組みを最大限活用する。
ー 医療機関等では、医療保険と同様に顔認証付きカードリーダー等を使用した資格確認を行う。
ー 上記に必要な事務は福祉事務所が社会保険診療報酬支払基金に委託する。

• 受診する医療機関等を個別に福祉事務所が決定・委託する現行の制度設計を維持する。
ー オンライン資格確認等システムには、福祉事務所から委託を受けた医療機関等の情報も登録し、当該医療機関等に医療扶助
の実施が委託されている旨が伝わり、請求、審査支払い等が行われる仕組みとする。

医療保険のオンライン資格確
認の仕組みの活用

概要

• 医療扶助のオンライン資格確認においては、医療保険におけるオンライン資格確認の仕組みを最大限活用する。

• 上記を踏まえ、福祉事務所は、医療保険者等中間サーバー等の運用支援環境に被保護者の資格情報、医
療券情報を登録する。

• 医療機関等では、顔認証付きカードリーダー及び資格確認端末等を利用して、オンライン資格確認等システム
から資格情報、医療券/調剤券情報等を取得する。

• マイナンバーカードによる本人確認、オンライン資格確認を原則とする。
※但し、生活保護を取り巻く環境を考慮し、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認に制約がある場
合、現行通り、医療券による資格確認を並行して行う(例：医療機関等でオンライン資格確認の設備が整って
いない等)。

• また、必要に応じて、福祉事務所→支払基金に事務を委託する。

医療扶助の制度設計の踏襲

• 受診する医療機関等を個別に福祉事務所が決定・委託する現行の制度設計を維持。
※但し、被保護者ごとの受給者番号を法定化（固定化）する。

• オンライン資格確認等システムには、福祉事務所から委託を受けた医療機関等の情報も登録することとし、委
託された医療機関等において医療扶助受給者が資格確認を行った場合、当該医療機関等に医療扶助の実
施が委託されている旨が伝わり、請求、審査支払い等が行われる仕組みとする。

前提事項

医療扶助のオンライン資格確認の前提事項
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.1.2 調査研究の考え方（検討アプローチ）

課題の分析と対応方針の検討、整理すべき要件の特定における検討スケジュールについては、検討作業を前半/後半部分に分割しま
した。本業務における作業スケジュールを考慮して、前半部分では予算要求、後半部分では要件整理に係る課題検討・要件の特定を
実施しました。

調査研究の検討アプローチ

調査研究の要点

• 調査研究にあたっては、課題等に対して検討の優先度を付けて、検討スケジュールに落とし込
むことが肝要であり、優先度を付与する際には、その課題の解決がインプットとなるマイルスト
ンを考慮することが肝要。

• なお、上記とあわせて、課題解決における関係機関との調整リードタイムも考慮して、課題の
検討開始予定を策定することが肝要。

優先順位付け 調整リードタイムの考慮 検討スケジュールの策定

• 抽出した課題を「A：予算要求支援を主
眼に置いた、実現方式の大方針を策定す
るための調査研究」と「B：要件整理に資
する、実現方式の詳細な要件を策定する
ための調査研究」に大別する。

• 上記の仕分けに基づき、課題の対応期限
を明確にする。
・Aの対応期限目途：2021年9月末
・Bの対応期限目途：2022年2月末

• 左記で仕分けた課題について、課題解
決に向けた関係機関との調整リードタイ
ム等も考慮して、検討開始時期を導出
する。

• 課題の対応期限及び検討開始時期を参考
にして、実現可能性のある検討スケジュール
を策定する。

• マイルストンを意識したスケジュールとすること
で、致命的な検討遅延を回避する。

• 特に外部機関との調整等、プロジェクトにてコ
ントロールし難い事象に起因する遅延リスクを
極小化する。
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.1.3 調査研究の考え方（検討プロセス）

調査研究では、対応方針を策定する上で検討すべき論点を弊社で抽出・補完し、貴省と認識合わせした上で検討を進めました。また、
必要に応じて関係機関に裏どりを行い、課題の対応方針の実現可能性を確認しつつ検討を進めました。

検討プロセスの考え方

検討プロセスの要点

• 医療扶助のオンライン資格確認に向けた論点の洗い出しは、前年度
の検討会踏まえて、貴省でも洗い出しているものの、前年度に貴省か
ら受託した案件における公費負担医療のネットワーク方式等の知見
も活用して、対応方針を策定する上で検討すべき論点を弊社で抽
出・補完し、貴省と認識合わせした上で検討を進めることが肝要。

• 論点の検討を進める上で必要となる業務の流れ及びネットワーク
構成等のインプットを先ずは弊社にて収集し、初期仮説の立案、及
びその仮説の実現にあたって解決すべき課題を抽出する。
一方で、課題の検討にあたっては、必要に応じて関係機関から判断
根拠となる裏どり等を収集するアプローチを採択することで、関係機関
に対し過度の負担を要することなく、且つ実現可能性の担保された
課題の対応方針を検討することが可能。

検討プロセス

論点抽出/整理1.

インプット収集2.

初期仮説立案/課題抽出3.

課題検討/関係機関からの情報収集4.

対応方針の策定5.

要件の特定6.

A：予算要求支援を主眼に置いた、実
現方式の大方針を策定するための調査
研究

• 予算要求支援を主眼に置いた調査研究については、福祉事務所・支払基金・医療機関等の現行
（AsIs）を調査し、現行の仕組みを踏まえた上で、ネットワーク方式・業務/運用・機能・データの
観点で実現方式の大方針を策定する。

B：要件整理に資する、実現方式の詳
細な要件を策定するための調査研究

• 要件整理に資する調査研究については、実現方式の大方針から抽出した個別検討事項について、
対応方針の検討を行う。また、要件整理支援業務と連動し、調査研究が必要な部分については、
調査研究業務の中で検討を進める。
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.1.4 主な初期要求事項

貴省の思いとして、医療扶助のオンライン資格確認の導入に併せて、システム上実装したい主な要件（要求事項）を整理しました。こ
のうち、レセプト振替については、貴省及び支払基金と調整の上、令和5年度は実装しないこととしました。

医療保険のオン資の基本機能の実装
（資格確認、受給者番号によるオン
資、健診、薬剤、マイナポータル）

概要

• 保護の実施機関から、支払基金に委託する形で検診の情報 を既存
の「 特定健診収集システム」 に登録・医療機関やマイナポータルでも
閲覧出来るようにする機能。
※福祉事務所は、必要なデータを健診部局から収集し、その都度登
録する。

医療機関が委託状況を確認できる仕
組み

• 受診時に、オンライン資格確認システムに登録されているがマイナン
バーカードを未作成又は不所持の場合に、当該医療機関に診療 を
委託 されて いる旨、医療 機関側 から確認できる機能。（現在紙で
送付されている 医療券（連名簿方式含む）の 情報が電子的に確
認できる 仕組みとし、可能な限り紙の医療券の発行を少なくする。）

• 月に一定回数以上受診した時点で、福祉事務所において、場所
（医療機関名）や日付をオンタイム（日次）で確認できるようにする
機能

• 未委託の医療機関を受診した場合に、委託されていない旨の 情報を
医療機関側に表示するとともに、福祉事務所にも未委託の医療機関
を受診していることが通知される機能

• 審査支払システムと連動させ、委託されていない医療機関から請求が
あった場合には返戻とする 。
※マイナンバーが不明な者は、医療券による委託になるが、オン資のシ
ステム入力がされないため、審査 支払いで返戻しない仕組みとする。

主な初期要求事項 実装可否（検討結果）

健康増進法に基づく検診情報を本人
や医療機関等が閲覧できる仕組み

頻回受診者を福祉事務所が、オンタイ
ム（日次）で把握できる仕組み

福祉事務所が受診状況をオンタイム
（日次）で確認できる仕組み

審査支払いと委託情報の連携

医療保険者⇔福祉事務所間でのレセ
プト振替を実現できる仕組み

• 医療保険者⇔福祉事務所間、福祉事務所⇔福祉事務所間の資
格異動に係るレセプト振替を実装する機能。

実装する

実装する

代替案を実装する

※資格確認実績（ログ情報）の連携

代替案を実装する

※請求前資格確認の実装

実装しない
※薬剤情報の抽出・連携、及びレセプト
の資格確認に係る機能は実装する。

主な初期要求事項・対応方針
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.1.5 オンライン資格確認導入後の主な業務の抽出

医療扶助のオンライン資格確認の導入後の主な業務として、福祉事務所のデータ登録業務（Ⅰ）・福祉事務所の健診情報の登録
業務（Ⅱ）・医療機関等の資格確認業務（Ⅲ）・福祉事務所の資格確認実績（ログ情報）の分析業務（Ⅳ）を抽出し、ネット
ワーク方式・業務/運用方法・実装機能・データ項目を検討しました。

業務分類とフローの概要

業務分類 業務概要

Ⅰ.資格情報及び医療券/調剤券
情報の登録

被保護者が福祉事務所に対して保護の申請を行ってから、福祉事務所の職員が医療保険者
等向け中間サーバー等に対して資格情報及び医療券/調剤券情報を登録する業務。

Ⅱ.健診情報の登録 被保護者が健康増進法に基づく健診を受けてから、福祉事務所の職員が健診結果を入手し、
特定健診データ収集システムに健診情報を登録する業務。

Ⅲ.資格確認 被保護者が来院・来局し、医療機関等でオンライン資格確認を実施する業務。

Ⅳ.資格確認実績（ログ情報）の
連携

医療機関等からの資格情報の要求に基づき、オンライン資格確認等システムに資格確認実績
（ログ情報）が蓄積されてから、福祉事務所の生活保護システムで頻回受診の傾向がある者
等の把握及び未委託の医療機関等で資格確認を行った被保護者を特定する業務。
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2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.2. 実現方式（大方針）
2.3. 検討事項・対応案
2.4. 次年度以降に検討すべき事項・対応アプローチ
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

実現方式（大方針）の検討観点
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.1 オンライン資格確認導入後のネットワーク方式

医療扶助のオンライン資格確認の導入前は、福祉事務所⇔支払基金・中央会はレセプトに係るシステム間で接続されており、福祉事
務所の基幹システム（生活保護システム）は未接続。
医療扶助のオンライン資格確認の実現方式では、福祉事務所の基幹システム（生活保護システム）⇔支払基金・中央会（医療保
険者等向け中間サーバー等）を接続する必要がある。

ネットワーク方式（AsIs）

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

LGWAN VPN

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

現行の確認
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.1 オンライン資格確認導入後のネットワーク方式

医療扶助のオンライン資格確認導入後、レセプト管理システムのネットワークを利用して、福祉事務所の基幹システム（生活保護シス
テム）も支払基金・中央会のシステムと接続し、医療扶助の資格情報・医療券/調剤券情報を連携する。

ネットワーク方式（ToBe）_資格情報及び医療券/調剤券情報の登録

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

LGWAN VPN

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.1 オンライン資格確認導入後のネットワーク方式

既に被保護者健康管理支援事業において、レセプト管理システム内で被保護者の健診情報を管理している福祉事務所も存在するこ
とから、健診情報の連携元システムは、生活保護システム及びレセプト管理システムから福祉事務所ごとに選択できることとする。

ネットワーク方式（ToBe）_健診情報の登録

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

特定健診等データ
収集システム

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

LGWAN VPN
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.1 オンライン資格確認導入後のネットワーク方式

医療機関等における資格確認の流れは、医療保険のオンライン資格確認の流れを踏襲する。
但し、医療扶助の独自要件（機能）として、未委託の医療機関等で閲覧できる情報を制限する仕組み及び医療機関コードによる一
括照会の仕組みを実現する。

ネットワーク方式（ToBe）_資格確認

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

LGWAN VPN
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.1 オンライン資格確認導入後のネットワーク方式

医療扶助の独自要件（機能）として、福祉事務所が適切に被保護者の受診状況を把握する仕組みを実現する。
具体的には、被保護者の資格情報が要求された実績（資格確認実績（ログ情報））を、オンライン資格確認等システムで生成し、
その後、医療保険者等向け中間サーバー等に連携する。福祉事務所は、医療保険者等向け中間サーバー等から資格確認実績（ロ
グ情報）を取得し、生活保護システム内の医療券/調剤券情報と紐づけることで、頻回受診の傾向がある者・未委託のまま資格確認
を行った者を把握する。

ネットワーク方式（ToBe）_資格確認実績（ログ情報）の連携

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

LGWAN VPN
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.2 ネットワーク方式に係る検討事項一覧

ネットワーク方式に係る検討事項一覧を整理しました。

ネットワーク方式の検討事項一覧

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項一覧

項番 検討事項 検討結果 参照頁

2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報を登録する際に利
用するネットワークをどうするか。
ー 案1:レセプト回線利用案

※LGWAN→IP-VPN
ー 案2:情報連携の基盤利用案

※LGWAN→政府共通NW→厚労省統合
NW

福祉事務所⇔支配基金間の接続の実現可能性
が担保されている既存のレセプト情報連携用回線
である、案1のネットワーク方式を活用して資格情報、
医療券/調剤券情報を登録する。

P30~P34

2.2.4 福祉事務所にも統合専用端末を導入するか。
※医療保険者等は導入済み。

医療保険者等中間サーバー等は統合専用端末の
利用を前提とした仕組みとなっており、加入者情報
の修正対象者の連絡等、統合専用端末でのみ実
現可能な業務が存在するため、福祉事務所も統合
専用端末を導入する。

P35~P44

2.2.5 健康増進法に基づく健診情報を、福祉事務所から
オンライン資格確認等システムに連携するためのネッ
トワーク方式等をどうするか。
ー 案1:特定健診等データ収集システム利用案

※健保組合等が利用
ー 案2:特定健診等データ管理システム利用案

※市町村国保が利用

資格情報、医療券/調剤券情報の登録時と同じ
ネットワークを利用できるため、案1を採用し、特定
健診等データ収集システムを活用して健診情報をオ
ンライン資格確認等システムまで連携する。

P45~P53

2.2.6 生活保護システム/レセプト管理システムのどちらから
健診情報を連携するか。
ー 案1:生活保護システム利用案
ー 案2:レセプト管理システム利用案
ー 案3:生活保護システム/レセプト管理システム利
用案

生活保護システムによる連携を基調としつつ、現行
既にレセプト管理システム上で健診情報を管理して
いる福祉事務所も存在することを考慮し、案3を採
用し、生活保護システム/レセプト管理システムどちら
から健診情報を連携するか、福祉事務所ごとに選
択できることとする。

P54~P59
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.2 ネットワーク方式に係る検討事項一覧

ネットワーク方式の検討事項一覧を整理。

ネットワーク方式の検討事項一覧

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項一覧

項番 検討事項 検討結果 参照頁

2.2.7 被保護者の受診に係る情報を、福祉事務所がオン
タイム（日次）で把握するためのネットワーク方式
等をどうするか。
ー 案1:オンライン資格確認等システム利用案
ー 案2:オンライン請求端末利用案

オンライン請求端末を利用する場合、医療機関等
の職員の操作が必要になるため、自動でログを連携
できる案1を採用し、オンライン資格確認等システム
を利用して資格確認実績（ログ情報）を連携する
こととする。

P60~P68

2.2.8 医療扶助もレセプト振替を実装するか。
ー 案1:医療保険者⇔福祉事務所間のレセプト振
替を実装する。
ー 案2:福祉事務所⇔福祉事務所間のレセプト振
替を実装する。

令和5年度の医療扶助のオンライン資格確認導入
時では、医療扶助はレセプト振替の対象外とする。
医療保険者⇔福祉事務所間のレセプト振替は、負
担割合の違いから改修規模が膨らむ可能性がある
ため、レセプト振替の対象外とする。
また、福祉事務所間のレセプト振替が必要になる返
戻パターン（転居に伴う返戻）の1福祉事務所当
たりの件数は、実績ベースで政令市などの一部の福
祉事務所では10~20件/月程度あるものの、多くの
福祉事務所では1件/月程度であり、効果が限定
的であることから、福祉事務所⇔福祉事務所間の
レセプト振替も対象外とする。

P69~P72
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報の登録 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報を登録する際に利用するネッ
トワークをどうするか。
ー 案1:レセプト回線利用案

※LGWAN→IP-VPN
ー 案2:情報連携の基盤利用案

※LGWAN→政府共通NW→厚労省統合NW

福祉事務所⇔支配基金間の接続の実現可能性が担保されて
いる既存のレセプト情報連携用回線である、案1のネットワーク
方式を活用して資格情報、医療券/調剤券情報を登録する。



.

29

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報の登録 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

資格情報、医療券/調剤券情報の登録に係るネットワーク方式（案）

福祉事務所

生活保護システム/
統合専用端末

LGWAN

レセプト管理システム

支払基金・中央会

オンライン請求システム
医療保険者等向け

中間サーバー等

ルータ

FW

IP-VPN

マイナンバー
ネットワーク

案1

生活保護システム/
統合専用端末

LGWAN

レセプト管理システム オンライン請求システム
医療保険者等向け

中間サーバー等

ルータ

FW

IP-VPN

マイナンバー
ネットワーク

案2

政府共通
ネットワーク

厚労省統合
ネットワーク

資格情報、医療券/調剤券情報の登録に係るネットワーク方式については、既存のレセプト用回線（ LGWAN・IP-VPN ）を利用す
る方式（案1）、及び既存の行政機関向けのネットワーク（LGWAN・政府共通ネットワーク・厚生労働省統合ネットワーク）を利用す
る方式（案2）の2案が存在する認識。

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報の登録

資格情報・医療券情報を登録するネットワーク方式については、概算見積もりの取得に向けて時間の余裕が少ないことも踏まえ、現時
点で課題が抽出されていない案1:レセプト回線利用案の活用を前提にして、概算見積もりを取得する。

資格情報、医療券/調剤券情報の登録に係るネットワーク方式

案1:レセプト回線
利用案

（LGWAN→IP-
VPN）

医療扶助独自の検討事項ネットワーク方式案

案2:情報連携の
基盤利用案

（LGWAN→政府
共通NW→厚労省

統合NW）

• ー（現状、ネットワーク方式
の活用に係る課題はない想
定）

• 福祉事務所のネットワークに
依存することから、他の公費
負担医療のオン資導入時
は制約事項（町村は流用
できない等）が生じる想定。

• レセプト管理システムベン
ダーに依存する。

• 個別システム管理責任者の
登録が必要。

• そもそも国のシステムが利用
するネットワークであるため、
自治体のシステムが利用す
ることに懸念がある。

• ー（現状、他の公費負担
医療の利用に係る課題は
ない想定）

将来像に係る検討事項

• 案1-1:令和5年度の導入以後
も同様のネットワークを活用する。
⇒他の公費負担医療と別のネッ
トワークを利用し続ける。

将来的な対応案

• 案1-2:令和5年度の導入時の
方式は暫定対応とし、将来的に
ガバメントクラウドを利用する。
⇒医療扶助のオン資が、他の公
費負担医療と同様のネットワーク
方式に移行する。

• 案1を採用する場合、他の公費
負担医療のオン資導入において、
ネットワーク方式の検討が必要に
なる想定。
⇒将来的に、貴省内で本件と同
様の検討が繰り返されることにな
る想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報の登録

令和5年度の医療扶助のオンライン資格確認導入時と同様の回線（レセプト回線）を利用し続ける場合、他の公費負担医療と別の
ネットワーク方式を採用し続けることになり、且つネットワーク方式の拡張性等はレセプト管理システムベンダーに依存し続けることになる想
定。

案1-1：令和5年度の導入時と同様のネットワークを利用

自治体(特に町村)

令和5年度の導入時点

福祉事務所

生活保護システム

個人番号利用事務系

職員

支払基金・国保中央会

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報

・医療券情報

クラウド(D社)/オンプレ(E社)

レセプト管理システム

IP-VPN

LGWAN

他の公費負担医療も含めた将来像

福祉事務所

生活保護システム

個人番号利用事務系

職員

支払基金・国保中央会

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報

・医療券情報

クラウド(D社)/オンプレ(E社)

レセプト管理システム

IP-VPN

LGWAN

職員 公費負担医療用システム

個人番号利用事務系

新規回線(想定) レセプト管理システ
ムベンダーに依存
し続ける。

ガバメントクラウド

公費負担
用システム

●●●●●●

LGWAN(想定)

新規回線(想定)

他の公費負担医
療では別のネット
ワークを利用。

他の公費負担医療の
ネットワーク方式の検
討で、本件と同様の検
討が繰り返される想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.3 資格情報、医療券/調剤券情報の登録

将来的に他の公費負担医療で利用されるネットワーク方式（ガバメントクラウド等）に移行することにより、医療扶助を含む公費負担
医療全体で共通のネットワーク方式を採用できる可能性がある。
※但し、ガバメントクラウドの活用可能性については、ガバメントクラウドの仕様、及び利用実績等を把握する必要がある認識。

ガバメントクラウド

自治体(特に町村)

令和5年度の導入時点

福祉事務所

生活保護システム

個人番号利用事務系

職員

支払基金・国保中央会

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報

・医療券情報

クラウド(D社)/オンプレ(E社)

レセプト管理システム

IP-VPN

LGWAN

他の公費負担医療も含めた将来像

福祉事務所

生活保護システム

個人番号利用事務系

職員

支払基金・国保中央会

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報

・医療券情報

職員 公費負担医療用システム

個人番号利用事務系

生活保護

システム
●●●●●●

LGWAN(想定)

他の公費負担医療
におけるネットワーク
方式と足並みを揃
えることで、全ての公
費負担医療で共通
のネットワークを利用
できる可能性がある。

レセプト管理システム
ベンダーに依存しない
ネットワーク方式を実
現できる想定。

ガバメントクラウドの仕様等
については、今後IT室等を
中心に取り纏められる想定。

公費負担
用システム

新規回線(想定)

他の公費負担医療の
ネットワーク方式の検
討で、本件と同様の検
討が繰り返される想定。

案1-2：将来的にガバメントクラウドを利用

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.4 統合専用端末の導入要否 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.4 福祉事務所にも統合専用端末を導入するか。
※医療保険者等は導入済み。

医療保険者等中間サーバー等は統合専用端末の利用を前提
とした仕組みとなっており、加入者情報の修正対象者の連絡等、
統合専用端末でのみ実現可能な業務が存在するため、福祉
事務所も統合専用端末を導入する。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.4 統合専用端末の導入要否

生活保護受給者であることが確認できる情報（資格情報）は、既に情報提供等ネットワークを介して情報連携されている認識。

情報提供等ネットワークにおける生活保護に係る情報の連携状況

【本格運用】情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類（年金関係手続以外）（R3.6.14時点）

URL：https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/renkei02_20210614.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.4 統合専用端末の導入要否

医療扶助のオンライン資格確認においては、サーバー間連携のみで対応可能である想定。但し、医療券/調剤券情報を副本として登録
する場合、現行の統合用専用端末のみで対応可能である業務が必要となる可能性がある。
⇒当該整理に基づき、支払基金・医療保険者等向け中間サーバー等開発/運用ベンダに確認を行う想定。

業務名 業務概要 実装要否(想定)

情報提供等記
録管理業務

他の情報保有機関との間で行った、特定個人情報
に関する情報照会・情報提供に係る記録の管理を
行う。
医療保険者等間で行った、個人情報に関する情報
照会・情報提供に係る記録の管理を行う
加入者及び個人情報保護委員会からの請求に基
づき、情報照会・情報提供に係る記録の開示を行
う。
情報照会・情報提供に係る記録に対し、不開示の
設定及び過誤情報の登録を行う。

福祉事務所(生活保護システム)で新たに情報照会・提供を行うことは
想定していない。
⇒但し、医療扶助の医療券/調剤券情報を副本として登録し、情報
提供等ネットワークを介した情報連携の対象とする場合、情報提供
に係る記録を開示するために、当該業務・統合専用端末が必要とな
る可能性がある。

本人確認業務 中間サーバー等に対し、本人確認情報提供要求依
頼を行う。

福祉事務所(生活保護システム)で新たに情報照会を行うことは想定
しておらず、且つ当該業務は既に自治体の別システムで対応可能であ
る想定。

自己情報提供
業務

情報提供等記録開示システムへ提供した自己情報
に関して国民等の利用者から問い合わせを受けたと
き、当該自己情報の提供状況や提供内容を確認
する。

福祉事務所(生活保護システム)で新たに情報照会・提供を行うことは
想定しておらず、且つ当該業務は既に自治体の別システムで対応可
能である想定。
また、情報提供等記録開示システム（マイナポータル）に対して、医
療券情報等を連携する機能は、オンライン資格確認等システムが担う
想定。

主な差分業務と実装要否(想定)

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.4 統合専用端末の導入要否

参考：医療保険者のシステム構成図

某健康保険組合の特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.5 健康増進法に基づく健診情報を、福祉事務所からオンライン資
格確認等システムに連携するためのネットワーク方式等をどうす
るか。
ー 案1:特定健診等データ収集システム利用案

※健保組合等が利用
ー 案2:特定健診等データ管理システム利用案

※市町村国保が利用

資格情報、医療券/調剤券情報の登録時と同じネットワークを
利用できるため、案1を採用し、特定健診等データ収集システム
を活用して健診情報をオンライン資格確認等システムまで連携
する。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

健康増進法に基づく健診情報の連携に係る検討事項、その対応方針等は以下の通り。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項・対応方針

検討事項
• 健康増進法に基づく健診情報を、福祉事務所からオンライン資格確認等システムに連携するためのネットワーク方式等

をどうするか。

要件/対応方針

＜要件＞

• 福祉事務所は、自治体の保険部局（健康増進課等）から健康増進法に基づく被保護者の健診情報を入手し、特
定健診収集システムに情報を登録する（その後、オンライン資格確認等システム、及びNDBにデータ連携）。

• 上記の健診情報は、医療機関等の資格確認端末、及びマイナポータル上で確認可能とする。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• データ連携の対象となる健診の受診率が低いことを考慮して（対象者のうち約7%）、改修コストを低減するため、既
存のネットワーク/システムの利用を前提に検討を行う。

• 医療保険者等のデータ連携方法の踏襲を前提とする（独自開発は実施しない）。

• 自治体の保険部局が管理する健診情報の現状を考慮して、対応案の検討を行う。

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

データ連携の対象となる健診は以下の赤枠（点線）の想定。

インプット収集（連携対象となる市区町村が行う健診）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

※第１回 生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会
URL：https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/shiryou2_2.pdf

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

医療保険者等における特定健診情報の連携方法は、特定健診等データ収集システム、又は特定健診等データ管理システムを利用す
る方式の2つに大別できる想定。

医療保険者等における特定健診情報の連携方法

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

※第37回保険者による健診・保健指導等に関する検討会
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

前頁の続き。

医療保険者等における特定健診情報の連携方法

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

※第37回保険者による健診・保健指導等に関する検討会
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

健康増進法に基づく健診情報を紙媒体で管理している福祉事務所も存在する認識。

健診情報の入手、管理状況（AsIs）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

※第１回生活保護受給者の健康管理マニュアルに関するワーキンググループ
URL：https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/shiryou4_3.pdf

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

前段の対応方針、及び以下の対応案等の整理を踏まえ、被保護者の健診情報を連携するネットワーク方式については、特定健診等
データ収集システムを利用する方式が優先案であると考えます。また、自治体の保険部局等が管理する健診情報を入手する方法につ
いては、福祉事務所ごとに現行の運用方法を踏襲する方針。

対応案/ポイント/課題・調査事項の整理

健診情報を登録す
るネットワーク方式

【優先案】

特定健診等データ収集システム→
オンライン資格確認等システム

特定健診等データ管理システム→
オンライン資格確認等システム

課題・調査事項等

※資格情報・医療券情報の登録と同様
のネットワークを利用する想定。

• 調整先が多岐に渡る（特定健診等
データ収集システムの改修も必要）。

• 複数の町村を取り纏める福祉事務所
では、当該対応案を活用できない可
能性がある。

• 医療保険者の仕組みを踏襲。

• 調整先が限定的。

• 市町村国保等の仕組みを踏襲。

ポイント（メリット）

健診情報の入手経
路/方法

自治体の保険部局（健康増進
課等）→福祉事務所

• 健診情報のデータフォーマットが統一さ
れているか。

• 現行の仕組みを踏襲
※紙媒体のデータ連携

対応案観点

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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福祉事務所

個人番号利用事務系

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

特定健診等データ収集システムを利用する案の場合、資格情報・医療券情報を登録するネットワークと同様のネットワークを利用できる
想定。また、主な改修対象は特定健診等データ収集システムのみであるため、改修範囲が限定的になる想定。
⇒一方で、特定健診等データ管理システムを利用する場合、複数の自治体に紐づく福祉事務所（複数の町村を取り纏める福祉事務
所等）においては、当該ネットワークを利用できない想定。また、NDBにデータ連携するために、特定健診等データ収集システムの改修
も必要になる想定。健診情報を登録するネットワーク方式

支払基金・国保中央会

オンライン資格確認等システム

・健診情報
・健診情報

・健診情報(匿名化後)

特定健診等データ収集システム

【優先案】
特定健診等データ収集システム→オンライン資格確認等システム

(既存回線)

厚生労働省

・健診情報(匿名化後)

NDB

生活保護システム
職員

福祉事務所

支払基金・国保中央会

オンライン資格確認等システム

・健診情報 ・健診情報(匿名化後)

特定健診等データ収集システム

厚生労働省

・健診情報(匿名化後)

NDB

国保連合会

・健診情報

・健診情報(匿名化後)

特定健診等データ管理システム

個人番号利用事務系

生活保護システム職員

市町村国保等

職員 市町村国保
システム(仮)

(既存回線)

(既存回線)

(既存回線)

新規接続

特定健診等データ管理システム→オンライン資格確認等システム

調整先が
多岐に渡る。

複数の町村を
取り纏める福祉
事務所では、活
用できない可能
性がある。

LGWAN

IP-VPN

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.5 （健康増進法に基づく）健診情報の登録

前段の検討結果を踏まえ、健康増進法に基づく健診情報の連携においては、以下のネットワーク方式を前提に概算見積依頼書を作
成する。

ネットワーク方式のイメージ

医療機関等福祉事務所

支払基金・国保中央会
＜イメージ図＞

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報等

・医療券情報

生活保護システム

個人番号利用事務系
アプリケー

ションソフト等

医療機関等システム

資格確認端末

医師等

職員
顔認証付き
カードリーダー

・資格情報等

・医療券情報

・健診情報

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

被保護者
マイナン

バーカード

LGWAN

IP-VPN

AWS 
Private 

Link

特定健診等データ収集システム

・健診情報

・健診情報(匿名化後)

既存回線

自治体（保険部局等）

職員 健診情報

厚生労働省

NDB

・健診情報(匿名化後)

既存回線

健診情報のデータ
フォーマットが統一
されているか。

・健診情報

・受給者番号

・健診情報
・・・

・受給者番号

・健診情報
・・・

・健診情報(匿名化処理)
・・・

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.6 健診情報の登録元システム ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.6 生活保護システム/レセプト管理システムのどちらから健診情報
を連携するか。
ー 案1:生活保護システム利用案
ー 案2:レセプト管理システム利用案
ー 案3:生活保護システム/レセプト管理システム利用案

生活保護システムによる連携を基調としつつ、現行既にレセプト
管理システム上で健診情報を管理している福祉事務所も存在
することを考慮し、案3を採用し、生活保護システム/レセプト管
理システムどちらから健診情報を連携するか、福祉事務所ごとに
選択できることとする。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.6 健診情報の登録元システム

レセプト管理システムベンダとの打合せより、健康増進法に基づく健診情報の連携方式は、生活保護システムから連携するパターン、及
びレセプト管理システムから連携するパターンの2通り存在する想定。
⇒資格情報等の連携で生活保護システムに改修を行うこと、及びレセプト管理システムでの健診情報の管理・活用がオプションサービス
であることを踏まえると、生活保護システムから健診情報を連携する方式が優先案である想定。

検討事項・対応方針

検討事項 • 生活保護システム/レセプト管理システムのどちらから健診情報を連携するか。

背景/対応方針

＜背景＞

• レセプト管理システムは既に被保護者の健診情報を管理し、健康管理支援事業等で活用している。
※オプションサービス

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 以下を踏まえて、生活保護システムから健診情報を連携する方式が優先案である想定。
ー 資格情報等の連携で生活保護システムを改修する。
ー レセプト管理システムでの健診情報の管理・活用はオプションサービス。
ー オプションサービスを利用する福祉事務所は過半数未満（ベンダとの打合せ内容より）。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.6 健診情報の登録元システム

既にレセプト管理システムのオプションサービスを利用している福祉事務所においては、現行のレセプト管理システムに健診情報を入力す
る作業に加えて、生活保護システムにも健診情報を入力する作業が発生する想定。
⇒福祉事務所の負荷を考慮し、健診情報の入力作業負荷を低減する方式を採用できないか。

データ連携フロー(AsIs/ToBe)

パターン AsIs ToBe

既にオプションサービスを
利用し、レセプト管理シ
ステムに健診情報を連
携している福祉事務所
は、健診情報の入力
作業が重複して発生す
る可能性がある。

or
オ
ン
資
導
入
前

オ
プ
シ
ョ
ン
未
利
用

or

健診情報
レセプト管理

システム
オンライン請求

システム

オンライン資格確認
システム等

生活保護
システム

レセプト管理システムを、レセプト審査等の業務の
みで活用。

健診情報は生活保護システムから連携。

現行通り、レセプト管理システムはレセプト審査等
の業務のみで活用。

or
オ
ン
資
導
入
前

オ
プ
シ
ョ
ン
利
用
済

or

健診情報
レセプト管理

システム
オンライン請求

システム

オンライン資格確認
システム等

生活保護
システム

オプションサービスを利用し、レセプト管理システム
上で健診情報を管理・活用。

健診情報は生活保護システムから連携。

引き続き、レセプト管理システム上でも健診情報
を管理・活用。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.6 健診情報の登録元システム

レセプト管理システムから健診情報を連携する場合、既存の健診情報管理・分析用システムから新規の健診情報用一時領域へのデー
タ連携が必要である想定。
⇒既にオプションサービスを利用する福祉事務所への対応案として、当該機能を医療扶助のオンライン資格確認導入の改修費目に含
めるか否かはベンダの見積費用等に応じて判断してはどうか。

レセプト管理システムを利用した健診情報の連携イメージ

福祉事務所 支払基金等レセプト管理システム

生活保護
システム

オプション未利用

特定健診等データ収集
システム

オンライン資格確認等
システム

健診情報用一時領域
自治体ごと(新規)

レセプト管理
システム

オプション利用済

既存の健診情報管
理・分析用システム

健診情報-1

健診情報-2

健診情報-2

健診情報-1

健診情報-2

健診情報-1

健診情報-2
ベンダの独自機能(オプション
機能)に係る部分もオン資
導入の改修費目に含めるか。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.6 健診情報の登録元システム

健診情報のデータ項目については、原則医療保険と同様のデータ項目を利用して、オンライン資格確認等システムまでデータ連携を行う
想定。自治体→福祉事務所間のデータ連携方法については、健康管理支援事業の仕組みを踏襲し、医療扶助のオンライン資格確
認事業では生保/レセ管システムに取り込み後のデータ連携を整理対象とする想定。

対応案

整理観点

データ項目

医療保険のデータ項目を踏襲する。

⇒但し、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番を、それぞれ公費負担者番号、受給者番号に変更する。

⇒なるべく医療保険の特定健診項目と同様になるよう健診項目を確定するように周知を行うものの、現行通り自治
体ごとに健診項目を決定できる想定。

⇒医療保険で定義された特定健診情報のデータ項目になく、且つ医療扶助の特定健診情報に存在するデータ項
目の取り扱いについては、医療保険における対応案を踏襲する想定（医療保険での対応内容を支払基金に照会
中）。

対応案

データ連携方法

以下の通り、健康管理支援事業と医療扶助のオン資事業で棲み分けを行う。

⇒福祉事務所→支払基金側へのデータ連携を対象とし、ファイル形式については、医療保険と同様にXML形式
（法定報告分は電子媒体も可）とする。

⇒生保/レセ管システムへの健診情報の取り込みまでの仕組みは、健康管理支援事業によって開始された現行の
仕組みを踏襲する。

or

健診機関 自治体の保険部局 福祉事務所 支払基金

被保護者 健診機関 自治体 福祉事務所 生保/レセ管システム オン資システム等

健康管理支援事業
※生保/レセ管システムへの健診情報の取り込みまで

XML

医療扶助のオン資事業

健診情
報の取
り込み

医療機関等

健診
情報

資格確認端末等

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.7 被保護者の受診に係る情報を、福祉事務所がオンタイム（日
次）で把握するためのネットワーク方式等をどうするか。
ー 案1:オンライン資格確認等システム利用案
ー 案2:オンライン請求端末利用案

オンライン請求端末を利用する場合、医療機関等の職員の操
作が必要になるため、自動でログを連携できる案1を採用し、オ
ンライン資格確認等システムを利用して資格確認実績（ログ情
報）を連携することとする。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

どのシステム及びどのネットワークを利用して、福祉事務所の生活保護システムまで資格確認実績（ログ情報）を連携するか検討する。当該仕組み
については、医療扶助独自機能になる想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項・対応方針

検討事項 • 被保護者の受診に係る情報を、福祉事務所がオンタイム（日次）で把握するためのネットワーク方式等をどうするか。

要件/対応方針

＜要件＞

• 事後の医療券情報の登録、及び被保護者への指導を迅速に行うため、福祉事務所が未委託の医療機関等で受診し
た被保護者の情報をオンタイム（日次）で把握する。

• 現在のレセプト情報の連携よりも早く情報を把握し、被保護者に対して迅速に改善指導等を行うため、頻回受診者、
及び重複受診/調剤者の情報をオンタイム（日次）で把握する。
※頻回受診の傾向がある者等を特定するための分析は、生活保護システムで実施する（オンライン資格確認等システ
ムでは、頻回受診の傾向がある者等の特定は実施しない）。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 医療扶助独自の要件であることを考慮して、改修コストを低減するため、既存のネットワークの利用を前提に検討を行う。
※医療保険においては同様の仕組みを実装していない。

• 現行のサービスレベル（データの粒度・連携頻度）を踏まえた上で、対応案の検討を行う。

• 福祉事務所、及び医療機関等の業務負荷を考慮して対応案、及び課題の検討を行う。

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

現行のサービスレベルを踏まえ、オンライン資格確認の導入後も、被保護者単位での受診情報の把握が必要である想定。データの連携頻度につい
ては、要件通り受診情報をオンタイム（日次）で連携することで、福祉事務所の職員が医療機関等、及び被保護者と迅速にコンタクトを取ることが
できる想定。
⇒上記の検討方針を踏まえて、ネットワーク方式を検討することが肝要。

未委託の医療機関等
における受診の把握

方法（AsIs）

頻回受診者、及び重
複投薬者等の特定方

法（AsIs）

【データの粒度】

• 個人単位
※保護決定通知書/受給者
証等の確認による本人確認

【データの連携頻度】

• 随時（レセプト請求まで）

【データの粒度】

• 個人単位
※レセプトによる特定

【データの連携頻度】

• 月次（レセプト請求後）

ユースケース 福祉事務所の対応例 データの性質

インプット収集（AsIsの確認）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

※令和2年3月_医療扶助の実施方式に関する実態調査及びあり方に関する研究事業_報告書
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000651417.pdf

検討経緯



.

54

医療機関等福祉事務所

クラウド(D社)/オンプレ(E社) 支払基金・国保中央会

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

データの粒度については、ToBeでもAsIsと同様に個人単位で被保護者を特定できるデータが必要である認識。また、データの鮮度につ
いては、AsIs（月次）と比較して、なるべくデータ連携までのリードタイムを短くすることが望ましい想定。

AsIsの整理（頻回受診の特定）

生活保護システム

個人番号利用事務系

医療機関等システム医師等職員

・レセプト情報

LGWAN

被保護者 オンライン請求端末

オンライン請求
ネットワーク

・レセプト情報

オンライン請求システムレセプト管理システム

IP-VPN

頻回受診者のリスト

オンライン請求端末を
利用して、月次でレ
セプト請求を実施。

レセプト情報を利用して個人
単位で頻回受診者（月15
回以上の受診者等）を特定。

※通知では年4回の実施。

データの粒度 個人単位で頻回受診者を特定可能。

データの鮮度 レセプト情報を利用しているため月次でのデータ更新。

AsIs

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

被保護者の全数：約200万人と比較すると、頻回受診者・重複投薬者数：約3,000~4,000人は規模感が少なく、新規で回線・
システム改修等を実施する場合、費用対効果が小さい可能性がある。一方で、早期に頻回受診者を把握することで、頻回受診を改善
した実績もあることから、被保護者の受診情報をオンタイム（日次）で把握することはある程度効果が見込まれる想定。
⇒生保の独自機能であることも考慮して、改修範囲を極小化するために、既存のネットワーク/システムの利用が大前提となる認識。

頻回受診者数・重複投薬者の規模感

頻回受診指導における自治体の好事例

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

厚生労働省：医療扶助に関する検討会の資料より抜粋

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

前段の対応方針、及び以下の対応案等の整理を踏まえ、被保護者の受診情報を生成するシステムについては、オンライン資格確認等
システム(資格確認時のログを利用)が優先案であると考えます。また、生活保護システムとオンライン請求システムを接続するネットワーク
については、現行でレセプト情報を連携している回線(IP-VPN/LGWAN)を利用する案が優先案であると考えます。

対応案

対応案/ポイント/課題・調査事項の整理

受診情報の生成元

【優先案】

オンライン資格確認等システム

医療機関等のオンライン請求端末

課題・調査事項等

• ログの活用可能性の調査が必要。

• システム改修範囲が多岐に渡る想定。

• 医療機関等の現場にとって、業務負
荷が増える可能性がある。

• 人手を介すことで、受診情報の即時
性・精度が落ちる可能性がある。

• オンライン資格確認等システ
ムのログを利用するため、人手
を介さず自動で受診情報を
連携可能。

• システム改修範囲が限定的。

• （医療機関等において適切な
入力が行われる前提で）実態
に即した受診情報が連携可能。

ポイント（メリット）

生活保護システムと
オンライン請求シス
テムを接続するネッ

トワーク

【優先案】

レセプト回線(IP-VPN/LGWAN)

LGWAN/政府共通ネットワーク/
厚労省統合ネットワーク

• 既存のレセプト請求時のネット
ワークを利用可能。

• 既存の機能（振り替け機能
等）を活用可能な想定。

• 資格情報・医療券情報の登録
と同様のネットワークを活用可
能な想定。

観点

• ネットワークを間借りすることについて、
既存のレセプト管理システムベンダに調
査が必要。

• 資格情報・医療券情報とデータの流れ
が異なるため、接続テスト等の範囲・
工数が増大する可能性がある。

• オンライン請求システム側に振り分け機
能を実装できるか調査が必要。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

オンライン資格確認等システムのログを利用する案の場合、医療機関等における資格確認に応じて、自動で受診情報が連携されるため
、医療機関等に追加の業務負荷が発生しない想定。また、相対的にシステム改修範囲が限定的になる想定。
⇒一方で、オンライン請求端末を利用する場合、受診の都度、医療機関等の職員が受診情報を連携する必要があるため、職員の業
務負荷が増大する想定。また、全国数十万の医療機関・薬局等のシステムで改修が必要になるため、改修コストが増大し、且つ調整
先のベンダが多岐に渡る想定。

受診情報の生成元

医療機関等

支払基金・国保中央会

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報等

・医療券情報

アプリケー

ションソフト等

医療機関等システム

資格確認端末

医師等

顔認証付き
カードリーダー

・資格情報等

・医療券情報

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

オンライン請求システム

・レセプト情報

・受診情報

ログ

被保護者
マイナン

バーカード

医療機関等

支払基金・国保中央会

アプリケー

ションソフト等

医療機関等システム資格確認端末

医師等

顔認証付き
カードリーダー

・資格情報等

・医療券情報

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

オンライン請求システム

・レセプト情報

・受診情報

被保護者
マイナン

バーカード

オンライン請求端末

オンライン請求
ネットワーク

【優先案】オンライン資格確認等システム オンライン請求端末

AWS 
Private 

Link

全国数十万の医
療機関・薬局等で
改修が必要。

医療機関等
の職員の業
務負荷が高く
なる想定。

既存回線

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

医療保険者等は受診情報の取得に係る機能・ネットワーク等を実装しておらず、且つ他の公費のオン資導入においても現時点で拡張
性が見込まれていないため、医療扶助独自で改修が必要になる想定。上記を踏まえ、資格情報・医療券情報を登録するネットワークと
は異なる可能性があるものの、既存のレセプト情報を連携する仕組みを利用することで、実現に必要なコストを極小化できる想定。
⇒資格情報・医療券情報を登録するネットワークを利用する案は、データ連携の流れが異なるため、追加での接続テスト等が必要になり
、且つオンライン請求システム側で受診情報に基づき送付先の福祉事務所を振り分ける機能が必要になるため、相対的に改修コストが
増大する想定。

生活保護システムとの接続

LGWAN/政府共通ネットワーク/厚労省統合ネットワーク

福祉事務所

生活保護システム

個人番号利用事務系

職員

支払基金・国保中央会

オンライン請求システム

・レセプト情報

・受診情報

LGWAN

政府共通
ネットワーク

厚労省統合
ネットワーク

【優先案】レセプト回線(IP-VPN/LGWAN)

福祉事務所

生活保護システム

個人番号利用事務系

職員

支払基金・国保中央会

オンライン請求システム

・レセプト情報

・受診情報

クラウド(D社)/オンプレ(E社)

レセプト管理システム

・レセプト情報

IP-VPN

LGWAN 資格情報・医療券
情報とデータの流れ
が異なるため、接続
テストが必要。

福祉事務所ごとに
受診情報を振り分
ける機能が必要。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.7 資格確認実績（ログ情報）の連携

資格確認実績（ログ情報）の連携イメージ（ネットワーク方式のイメージ）は以下の通り。
※当初、オンライン請求システムの活用を想定していたものの、検討の結果、医療保険者等向け中間サーバー等を利用することとした。

ネットワーク方式のイメージ

医療機関等福祉事務所

支払基金・国保中央会

＜イメージ図＞

生活保護システム

個人番号利用事務系
アプリケー

ションソフト等

医療機関等システム

資格確認端末

医師等

職員
顔認証付き
カードリーダー

・資格情報等

・医療券情報

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

ログ

被保護者
マイナン

バーカード

ログの活用可能性に
ついて調査が必要。

医療保険者等中間サーバー等

・資格情報等
・医療券情報
・受診情報

AWS 
Private 

Link

クラウド(D社)/オンプレ(E社)

レセプト管理システム

・レセプト情報

IP-VPN

LGWAN
(レセ用)

医療保険者等には同
様のデータの流れがな
いため、生保独自で改
修が必要になる。

ネットワークのみ
間借りする想定。 ・受給者番号

・医療機関コード
・・・・受給者番号

・医療機関コード
・・・

・受給者番号

・医療機関コード
・・・

・電子証明書
シリアル

・電子証明書
シリアル

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.8 レセプト振替 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.8 医療扶助もレセプト振替を実装するか。
ー 案1:医療保険者⇔福祉事務所間のレセプト振替を実装
する。
ー 案2:福祉事務所⇔福祉事務所間のレセプト振替を実装
する。

令和5年度の医療扶助のオンライン資格確認導入時では、医
療扶助はレセプト振替の対象外とする。
医療保険者⇔福祉事務所間のレセプト振替は、負担割合の
違いから改修規模が膨らむ可能性があるため、レセプト振替の
対象外とする。
また、福祉事務所間のレセプト振替が必要になる返戻パターン
（転居に伴う返戻）の1福祉事務所当たりの件数は、実績
ベースで政令市などの一部の福祉事務所では10~20件/月程
度あるものの、多くの福祉事務所では1件/月程度であり、効果
が限定的であることから、福祉事務所⇔福祉事務所間のレセプ
ト振替も対象外とする。

※薬剤情報の抽出・連携、及びレセプトの資格確認に係る機
能は実装する。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

実現方式（大方針）の検討観点
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.9 オンライン資格確認導入後の業務/運用

医療扶助のオンライン資格確認の導入により、これまで紙媒体で連携されていた情報（医療券/調剤券情報）及び自治体内/特定の
機関内でのみ活用されていた情報（健診情報/薬剤情報）が、医療機関等でもオンラインで閲覧できるようになる想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

医療扶助のオンライン資格確認の導入前 医療扶助のオンライン資格確認の導入後

福祉事務所

• 受給者番号は基本、個人単位で固定化

• 要否意見書等の確認後、医療扶助が決定された被
保護者に対して、紙の医療券/調剤券を発行。

• 被保護者の健診情報を健康管理支援事業の中で
活用（自治体内に閉じた活用）。

• レセプト情報を利用して、頻回受診指導の対象者を
特定。

• レセプト管理システムから数か月前のレセプト情報を確
認可能。

支払基金・中央会

• 受給者番号は法律に規定のうえ、個人単位化を徹底。

• 要否意見書等の確認後、医療扶助が決定された被保
護者の医療券/調剤券情報を医療保険者等向け中間
サーバー等に登録。
※紙の医療券/調剤券の発行も併存。

• 被保護者の健診情報をオンライン資格確認等システム
及びNDBに登録。

• 資格確認実績（ログ情報）も利用して早期に頻回受
診の可能性のある者等を把握。

• 請求前資格確認を利用して早期にレセプト情報を確認
可能。

• 医療扶助の医療券/調剤券の情報、被保護者の薬
剤情報及び健診情報はオンライン資格確認の対象外。

• 福祉事務所はレセプト振替の対象外。

• 医療扶助の医療券/調剤券の情報等はマイナポータ
ルへの連携対象外。

• 医療扶助の医療券/調剤券の情報、被保護者の薬剤
情報及び健診情報をオンライン資格確認等システムで管
理。

• 福祉事務所間のレセプト振替を実施。

• 医療扶助の医療券/調剤券情報等もマイナポータルに連
携する。

医療機関等

• 被保護者から提示、又は福祉事務所から郵送された
紙の医療券/調剤券を確認し、公費負担者番号・受
給者番号等をレセコン等に手入力して情報を管理。

• 自機関以外が管理する被保護者の薬剤情報及び
健診情報の入手に制約がある。

• 未委託の医療機関等での受診時は、福祉事務所へ
の電話等による確認で、そのまま受診することが可能。

• オンライン資格確認により、被保護者の医療券/調剤券
情報が自動でレセコン等に取り込まれる。

• 被保護者の同意に基づき薬剤情報及び健診情報が閲
覧可能。

• （導入前の対応を踏襲）未委託の医療機関等での受
診時は、導入前と同様の対応により受診可能。

検討結果：実現方式（大方針）
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.9 オンライン資格確認導入後の業務/運用

後段で整理した業務フローの概要は以下の通り。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）

業務分類 業務概要

Ⅰ.資格情報及び医療券/調剤券
情報の登録

被保護者が福祉事務所に対して保護の申請を行ってから、福祉事務所の職員が医療保険者
等向け中間サーバー等に対して資格情報及び医療券/調剤券情報を登録する業務。

Ⅱ.健診情報の登録 被保護者が健康増進法に基づく健診を受けてから、福祉事務所の職員が健診結果を入手し、
特定健診データ収集システムに健診情報を登録する業務。

Ⅲ.資格確認 被保護者が来院・来局し、医療機関等でオンライン資格確認を実施する業務。

Ⅳ.資格確認実績（ログ情報）の
連携

医療機関等からの資格情報の要求に基づき、オンライン資格確認等システムに資格確認実績
（ログ情報）が蓄積されてから、福祉事務所の生活保護システムで頻回受診の傾向がある者
等の把握及び未委託の医療機関等で資格確認を行った被保護者を特定する業務。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.9 オンライン資格確認導入後の業務/運用

生活保護の保護決定時に、福祉事務所（生活保護システム/統合専用端末）→支払基金（医療保険者等向け中間サーバー等
）に対して、医療扶助の資格情報を登録する。また、医療扶助の決定時に、福祉事務所（生活保護システム/統合専用端末）→
支払基金（医療保険者等向け中間サーバー等）に対して、医療券/調剤券情報を登録する。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

支
払
基
金
・
中

央
会

オンライン資格
確認等システム

資格情報及び医療券/調剤券情報の登録のフロー

被
保
護
者

福
祉
事
務
所

医
療
機
関
等

保護申請

保護申請
審査

保護決定
/通知

資格情報
登録

医療扶助
利用の申

請

要否意見
書の発行

医療保険者等
中間サーバー等

保護決定
内容の確

認

受診/要
否意見書
の記入

要否意見
書の手交

要否意見
書の記入

依頼

要否意見
書の受領

要否意見
書の提出

医療扶助
要否判定

医療扶助
決定/通

知

医療券/
調剤券情
報の登録

医療扶助
決定内容
の確認

【ポイント②】
• 要否意見書を踏まえ
て医療扶助の決定が
行われる運用は変更し
ない。

【ポイント③】
• 医療扶助の決定時に
医療券/調剤券情報
を登録する。

生活保護
システム

オンライン資格
確認等システム

医療保険者等
中間サーバー等

生活保護
システム【ポイント①】

• 保護の決定が行
われた時点で、被
保護者の資格情
報を登録する。

【ポイント④】
• オンライン資格確認等システム内の資格情
報及び医療券/調剤券情報をマイナポータ
ルに連携することで、被保護者はマイナポー
タルから自身の資格情報及び医療券/調
剤券情報を閲覧可能。

検討結果：実現方式（大方針）

資格情報及び医療券/調剤券情報の登録のフロー
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.9 オンライン資格確認導入後の業務/運用

福祉事務所（生活保護システム/レセプト管理システム）→支払基金（特定健診等データ収集システム）に対して、健康増進法に
基づく健診情報を登録する。福祉事務所は、オンライン資格確認の際に医療機関等で閲覧するデータ、NDBに連携するデータの2通り
の健診情報を登録する。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

福
祉
事
務
所

生活保護システム/
レセプト管理システム

支
払
基
金
・
中

央
会

オンライン資格
確認等システム

健診情報の登録のフロー

自
治
体

医
療
機
関
等

健診の実
施

健診結果
の受領

健診結果
の電子化

特定健診等データ
収集システム

健診結果
の連携

健診情報
の登録

健診結果
の受領

健診結果
の確認

健診結果
の連携

【ポイント①】
• 自治体の保険部局等
が管理する被保護者
の健診情報を、福祉
事務所に連携する。

【ポイント②】
• 医療機関等での閲覧
用のデータ、NDBへの
連携用データの2通り
のデータを登録する。

NDB

【ポイント③】
• オンライン資格確認等システム内の健

診情報をマイナポータルに連携すること
で、被保護者はマイナポータルから自身
の健診情報を閲覧可能。

健診情報の登録のフロー

検討結果：実現方式（大方針）
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.9 オンライン資格確認導入後の業務/運用

医療機関等の顔認証付きカードリーダーで被保護者が行う操作は医療保険のオンライン資格確認と同様にする方針。
未委託の医療機関等での受診については、未委託であることがメッセージ文で医療機関等に伝わるようにしつつ、現行も福祉事務所へ
の電話等による確認が行われていることを踏まえて、照会後に診察を可とする想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

医
療
機
関
等

資格確認端末/
レセプトコンピューター

メッセー
ジ文の
表示

支
払
基
金
・
中

央
会

資格確認のフロー

被
保
護
者

福
祉
事
務
所

来院

マイナン
バーカー
ドの読み
取り

医療券/
調剤券情
報等の取
り込み

医療券/
調剤券情
報等の確
認

オンライン資格
確認等システム

顔認証
/PIN入
力

同意登録
（健診情
報/薬剤
情報）

資格情報
の要求

福祉事務
所への照

会

【ポイント①】
• 被保護者の操作は医
療保険のオンライン資
格確認の資格確認時
と同様。

【ポイント②】
未委託の医療機関等での受診については、現行
の運用方法をなるべく踏襲する。
上記に基づき、警告文が表示され、未委託の医
療機関等での受診を希望する被保護者に対して
は、現行通り医療機関等→福祉事務所に

診察

診察

Yes

No

【ポイント③】
福祉事務所への照会後、未委託の医療機関
等で受診した被保護者の医療券/調剤券情報
については、医療機関コードによる一括照会
（連名簿機能）により事後的な情報の閲覧を
可能とする想定。

資格確認端末/
レセプトコンピューター

資格確認のフロー

検討結果：実現方式（大方針）
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.9 オンライン資格確認導入後の業務/運用

被保護者の資格情報が要求された実績を、資格確認実績（ログ情報）として、オンライン資格確認等システム→医療保険者等向け
中間サーバー等に対して連携する。
生活保護システムは、医療保険者等向け中間サーバー等から資格確認実績（ログ情報）を取得し、頻回受診の傾向がある者等を
把握する。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

（資格確認実績(ログ情報)の連携）

支
払
基
金
・
中

央
会

被
保
護
者

福
祉
事
務
所

医
療
機
関
等

医療券/
調剤券情
報等の取
り込み

医療券/
調剤券情
報等の確

認

オンライン資格
確認等システム

資格情報
の要求

診察

医療保険者等
向け中間サーバー等

資格確認
実績の取
得

資格確認
実績の集
計

医療券/
調剤券情
報等との
突合

頻回受診
の傾向が
ある者等
の把握

未委託で
の受診者
の特定

【ポイント①】
資格確認が行われた都度、受
給者番号・医療機関コード等を
ログに吐き出す。
※あくまで資格確認の実績であ
るため、受診とは直接紐づかな
い。

【ポイント②】
生活保護システム内に取り込んだ資格確認実績
を、資格情報及び医療券/調剤券情報と突合
し、被保護者単位で資格確認の回数及び未委
託の医療機関等での資格確認を把握する。
上記の情報に基づき、必要に応じて被保護者に
対する指導を行う。

被保護者
への助言
/指導

福祉事務
所職員と
の面談

生活保護
システム

資格確認実績(ログ情報)の連携のフロー

検討結果：実現方式（大方針）
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項番 検討事項 検討結果 参照頁

2.2.11 マイナンバーカードを持たない（マイナンバーは把握
可能）被保護者の資格情報・医療券情報の連携、
医療券の発行要否をどうするか。

被保護者がマイナンバーカードを取得した後、速やか
にオンライン資格確認に移行できるようにするため、
個人番号を把握できる被保護者については、全て
資格情報・医療券/調剤券情報を登録する運用と
する。
また、紙の医療券/調剤券の発行対象は以下の通
り。
ー オンライン資格確認に対応していない医療機

関等を委託先医療機関等に指定する場合
ー 被保護者がマイナンバーカードを保持していな

い場合
ー 被保護者の個人番号を入手できない場合

P81~P85

2.2.12 医療扶助のオンライン資格確認導入後のデータ連
携タイミングをどうするか。
ー 資格情報
ー 医療券/調剤券情報
ー 健診情報
ー 資格確認実績(ログ情報)

各情報のデータ連携タイミングを以下に整理。
ー 資格情報：随時/日次
ー 医療券/調剤券情報：随時/日次
ー 健診情報：月次
ー 資格確認実績(ログ情報) ：日次

P86~P92

2.2.13 資格確認実績（ログ情報）に診療科目の情報を
含めるか。
※含めない場合、資格確認実績（ログ情報）の
分析業務の位置づけをどうするか。

資格確認実績（ログ情報）に診療科目の情報を
含めるためには、医療機関等の職員の端末操作・
入力が必要になるため、業務負荷の観点から診療
情報は含まないこととする。
※資格確認実績（ログ情報）のみで頻回受診指
導対象者及び未委託での受診者を正確に特定す
ることはできないが、頻回受診指導及び未委託の医
療機関での受診者の一次スクリーニングには有用で
ある想定。

P93~P97

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.10 業務/運用に係る検討事項一覧 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

業務/運用の検討事項一覧

検討事項一覧

業務/運用に係る検討事項一覧を整理しました。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.11 マイナンバーカードを持たない被保護者への対応 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.11 マイナンバーカードを持たない（マイナンバーは把握可能）被保
護者の資格情報・医療券情報の連携、医療券の発行要否を
どうするか。

被保護者がマイナンバーカードを取得した後、速やかにオンライン
資格確認に移行できるようにするため、個人番号を把握できる
被保護者については、全て資格情報・医療券/調剤券情報を
登録する運用とする。
また、紙の医療券/調剤券の発行対象は以下の通り。
ー オンライン資格確認に対応していない医療機関等を委託

先医療機関等に指定する場合
ー 被保護者がマイナンバーカードを保持していない場合
ー 被保護者の個人番号を入手できない場合
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.11 マイナンバーカードを持たない被保護者への対応

マイナンバーカードを持たない(マイナンバーは把握可能)被保護者の資格情報・医療券情報についても、医療保険者等中間サーバー等
に登録することで、受給者番号によるオンライン資格確認が可能になる想定（医療保険における被保険者証の被保険者等記号・番
号等によるオンライン資格確認と同様）。
※但し、医療機関等が被保護者の受給者番号を確認するために、保護決定通知書等の書類に受給者番号が記載されていることが
前提となる。

検討事項・対応方針

検討事項
• マイナンバーカードを持たない（マイナンバーは把握可能）被保護者の資格情報・医療券情報の連携、医療券の発行

要否をどうするか。

要件/対応方針

＜要件＞

• ※前回定例会議、貴省メールより弊社理解

• マイナンバーカードを持っているか否かで医療券の発行要否を判断するのは福祉事務所にとって業務負荷が高い。

• マイナンバーを把握可能な被保護者の資格情報・医療券情報は医療保険者等中間サーバー等に登録し、オンライン資
格確認が可能な医療機関等では、委託された医療券情報を閲覧できることとする。

• 一方で、公費負担者番号・受給者番号等の入力する資格確認方法において、当該対案案を採択した場合の検討事
項がないか洗い出しが必要。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• マイナンバーカードの保有状況に依らず、資格情報・医療券情報を医療保険者等中間サーバー等に登録する。

• ⇒医療券の発行不要。

• 医療機関等の職員は、被保護者から保護決定通知書等の受給者番号が記載された書類を受け取り、受給者番号
等を利用してオンライン資格確認を行う。
⇒医療保険における被保険者証の被保険者等記号・番号等を利用したオンライン資格確認の仕組みを活用。

• 受給者番号に基づいた資格情報・医療券情報を資格確認端末に表示する。

• 公費負担者番号・受給者番号等によるオンライン資格確認。

• ※診療当日に保護決定通知書等を確認し、公費負担者番号・受給者番号等を入力。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.11 マイナンバーカードを持たない被保護者への対応

医療扶助の認定後、被保護者が委託先(受診先)医療機関を確認する方法については、別途検討が必要な想定。
⇒任意のタイミングで委託先を確認できないことにより、未委託の医療機関等に訪れる被保護者が増える可能性がある(フリーアクセスの
増加)。

検討事項の洗い出し

業務の流れ

資格情報・医療券情報の登録

(生保システム→中間サーバー)

被保護者本人による委託先医
療機関の確認可否

医療機関における本人確認方
法

医療機関における資格確認方
法

医療機関における薬剤情報・特
定健診等情報の確認可否

(本人同意が必要)

診療報酬請求時の資格確認
要否

福祉事務所間のレセプト振替
可否

AsIs

ー

(紙の医療券の発行)

紙の医療券で随時確認可能

紙の医療券による本人確認

紙の医療券による資格確認

不可

不要

(#4で入力した情報を活用)

不可

マイナンバーカードを持たない(マイ
ナンバー把握可能)

登録可

確認不可の可能性有
⇒継続調査、検討

(マイナポータルでは確認不可)

保護決定通知書等による本
人確認

受給者番号等の入力によるオ
ンライン資格確認

不可

(本人同意を取得できない)

不要

(#4で取得した情報を活用)

可

登録可(事後)

確認不可の可能性有
⇒継続調査、検討

(マイナポータルでは確認不可)

保護決定通知書等による本
人確認

受給者番号等の入力によるオ
ンライン資格確認(事後に照会
するための控えが必要)

不可

(本人同意を取得できない)

不要

(#4で取得した情報を活用)

可

事後委託:マイナンバーカードを
持たない(マイナンバー把握可能)#

1

2

3

4

5

6

7

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.11 マイナンバーカードを持たない被保護者への対応

医療保険における被保険者等記号・番号等の入力によるオンライン資格確認の仕組みを活用して、公費負担者番号・受給者番号等
の入力によるオンライン資格確認を行う想定。
医療保険における被保険者証の確認と同様に、医療扶助でも保護決定通知書等の確認による本人確認を必須とする想定。

被保険者等記号・番号等によるオンライン資格確認の方法

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

健康保険証の資格確認がオンラインで可能となります（医療機関向け）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663427.pdf

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.11 マイナンバーカードを持たない被保護者への対応

被保護者の個人番号を入手できない場合、委託先医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合及び被保護者がマイナン
バーカードを持っていない場合は、現行通り紙の医療券/調剤券による資格確認を継続して行う想定。

紙の医療券/調剤券を発行するユースケース

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯

対応案課題

被保護者の個人番号を入手でき
ない場合

• 自身の氏名、生年月日及び住所等がわからない
被保護者を保護した場合、4情報等による個人
番号の照会ができない。
⇒個人番号を確認できない限り、医療保険者等
向け中間サーバー等に資格情報等を登録できな
いため、オンライン資格確認の対象とならない。

• 当該ユースケースについては、現時点で医療扶
助のオンライン資格確認による課題の解決が困
難であるため、医療扶助のオンライン資格確認の
導入後も紙の医療券/調剤券による資格確認
を行う。
※但し、対象となる被保護者の数は少ない想定。

オンライン資格確認に対応していな
い医療機関等を委託先医療機関

等に指定する場合

• 医療保険と同様に、オンライン資格確認に対応
していない医療機関等では、現行通り紙の医療
券/調剤券が必要。

• 当該ユースケースについては、医療保険でも被
保険者証による資格確認が行われていることを
考慮して、医療扶助においても紙の医療券/調
剤券による資格確認を行う。
※2023年3月末までに、概ね全ての医療機
関・薬局でのオンライン資格確認の導入が目標
とされている。

• なお、オンライン資格確認等システムに対し、資
格情報、医療券情報等は連携しておく想定。

紙の医療券
/調剤券の
発行対象

被保護者がマイナンバーカードを保
持していない場合

• 受給者番号等によるオンライン資格確認での対
応が可能であるものの、資格情報等の有効性し
か確認できない。
※傷病名等の確認ができない。

• 当該ユースケースについては、医療保険でも被
保険者証による資格確認が行われていることを
考慮して、医療扶助においても紙の医療券/調
剤券による資格確認を行う。

• オン資システムを導入している医療機関において
は、医療券がなくても、当該医療機関に委託さ
れている被保護者の情報を把握できるような仕
組みとする想定。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.12 福祉事務所におけるデータ登録タイミング ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.12 医療扶助のオンライン資格確認導入後のデータ連携タイミング
をどうするか。
ー 資格情報
ー 医療券/調剤券情報
ー 健診情報
ー 資格確認実績(ログ情報)

各情報のデータ連携タイミングを以下に整理。
ー 資格情報：随時/日次
ー 医療券/調剤券情報：随時/日次
ー 健診情報：月次
ー 資格確認実績(ログ情報) ：日次
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.12 福祉事務所におけるデータ登録タイミング

医療保険者等の対応を参考にし、医療扶助のオンライン資格確認導入後のデータ連携頻度・タイミングを検討する。今後、当該検討
結果をベースにして、業務要件等の検討を行う想定。

検討事項・対応方針

検討事項
オン資導入後のデータ連携タイミングをどうするか。

※資格情報・医療券/調剤券情報・健診情報・資格確認実績(ログ情報)

対応方針

• 医療保険者等の資格情報登録の対応等を調査し、医療扶助のオン資導入後のデータ連携頻度・タイミングを検討す
る。
⇒当該検討結果をベースにして、業務要件等の検討を行う想定。
⇒当該検討結果については、本PJTの要件定義支援業務の中で、適宜見直しを行う想定。その際、必要に応じて、生
活保護システムベンダ等から現場の意見を頂く想定。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.12 福祉事務所におけるデータ登録タイミング

申請者からマイナンバーが提出されないパターンも考慮し、福祉事務所においても必要に応じてJ-LIS照会によるマイナンバーの確認が
行われる想定。
⇒自治体内の既存端末を利用し、J-LIS照会を行う想定。

資格情報の登録遅れ(タイムラグ)への対応案

オンライン資格確認等システムに関する運用等に係る検討結果について（令和3年4月版）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000726675.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.12 福祉事務所におけるデータ登録タイミング

医療保険者においては、11月1日までに法廷報告分(前年度)の特定健診情報を登録する必要がある認識。

特定健診情報の登録期限

特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧に向けた現在の検討状況について 2021年3月9日
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610532.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.12 福祉事務所におけるデータ登録タイミング

医療扶助の認定後、被保護者がすぐに医療機関等で資格確認・受診を行う可能性を考慮し、医療券/調剤券情報の連携は、他の
情報と比較して即時性が求められる想定。
⇒医療券発行のAsIsを踏まえ、被保護者の受診前に医療券/調剤券情報を登録する仕組みを実装できないか。

オン資導入後のデータ連携タイミング（案）

随時/日次でのデータ連携を想定。

保護開始の決定を確認後、2開庁日以内に資格情
報を登録する。

資格情報
生活保護システム→医療保
険者等中間サーバー等

データ データ連携フロー データ連携タイミング（案）、運用イメージ

随時/日次でのデータ連携を想定。

医療扶助の認定を確認後、当日中に医療券/調剤
券情報を登録する。※資格情報の連携時に個人番
号を取得している。

医療券/調剤券情報
生活保護システム→医療保
険者等中間サーバー等

月次でのデータ連携を想定。

月次等で健診情報の登録を行い、11月1日までに
法定報告分の健診情報を登録する。

健康増進法に基づく
健診情報

生活保護システム→特定健
診等データ収集システム

日次でのデータ連携を想定。

オンライン資格確認等システムは日次でログを蓄積・
連携する。生活保護システムに対して、前日分の資
格確認実績が連携される。

資格確認実績

(ログ情報)

オンライン資格確認等システ
ム→医療保険者等向け中
間サーバー等→生活保護シ
ステム

医療保険者における
対応の整理

【資格情報(加入者情報)の登録】

⇒7日程度（事業主→医療保険者：5日、医療保険者→医療保険者等中間サーバー等：2日）。

【特定健診情報の登録】

⇒法定報告分(前年度)は11月1日期限。

自治体/福祉事務所内にお
ける保護開始の決定。

データ連携契機

自治体/福祉事務所内にお
ける医療扶助の認定。

自治体の健康増進法所管
部局からの健診情報の取得。

医療機関等での被保護者の
資格確認(本人確認)。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.12 福祉事務所におけるデータ登録タイミング

生活保護システムへの医療券情報の登録により、医療保険者等中間サーバー等に対して自動で情報連携する仕様とすることで、福祉
事務所の職員の業務負荷を増大することなく、被保護者の受診前に医療券情報を登録できる想定。
⇒医療券交付後に即時で医療機関等に向かう被保護者数の規模感等に応じて、基調とする医療券/調剤券情報の連携タイミングを
変更する可能性がある。

医療券情報の登録に係る業務フロー(簡易版)

AsIs

要否意見
書の受領

要否意見
書の提出

要否意見
書の確認

医療扶助
の認定審
査

生活保護
システムへ
の情報登
録

医療券の
発行

福
祉
事
務
所

被
保
護
者

ToBe

要否意見
書の受領

要否意見
書の提出

要否意見
書の確認

医療扶助
の認定審
査

生活保護
システムへ
の情報登
録

医療保険
者等中間
サーバー
等への情
報登録

福
祉
事
務
所

被
保
護
者

医療扶助
の認定通
知(委託
先等の説
明)

委託先の
確認

受診

生活保護システムへの医療券情報の
登録により、医療保険者等中間サー
バー等に対して自動で情報連携する
仕様とすることで、受診時に最新の医
療券情報を閲覧できる想定。

医療券の
提供

医療券の
受領

受診

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.13 資格確認実績の分析業務の位置づけ ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.13 資格確認実績（ログ情報）に診療科目の情報を含めるか。
※含めない場合、資格確認実績（ログ情報）の分析業務の
位置づけをどうするか。

資格確認実績（ログ情報）に診療科目の情報を含めるために
は、医療機関等の職員の端末操作・入力が必要になるため、
業務負荷の観点から診療情報は含まないこととする。
※資格確認実績（ログ情報）のみで頻回受診指導対象者
及び未委託での受診者を正確に特定することはできないが、頻
回受診指導及び未委託の医療機関での受診者の一次スク
リーニングには有用である想定。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.13 資格確認実績の分析業務の位置づけ

医療扶助に関する検討会の資料より、頻回受診者を特定するためには診療科目の情報が必要である認識。
受診情報の生成元にオンライン資格確認等システムのログを利用する場合、自動で診療科目を取り込むことができない想定。但し、医療機関等の
職員の操作により、ログに診療科目を取り込む余地を残す。

検討事項・対応方針

検討事項
資格確認実績（ログ情報）に診療科目の情報を含めるか。
※含めない場合、資格確認実績（ログ情報）の分析業務の位置づけをどうするか。

対応方針

＜背景＞

• 受診情報の生成元にオンライン資格確認等システムのログを利用する場合、自動で診療科目を取り込むことができない
想定。

• 但し、医療機関等の職員の操作により、ログに診療科目を取り込む余地を残す。

• 頻回受診の対象者

• 同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診しており、短期的・集中的な治療（※）を行う者を
除き、治療にあたった医師や嘱託医が必要以上の受診と認めた者。

• ※ 15日以上受診している者を抽出し、その前2ヶ月との合計が40日未満の者。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• ⇒医療機関等での資格確認までに診療科目を含めるための工夫が必要。

• 診療科目ごとに医療券情報を登録する。

• 被保護者の本人確認後、医療機関等の職員は、資格確認端末に表示された診療科目から、当日の診察内容に該
当する診療科目を選択する。

• 医療機関等の職員が選択した診療科目に基づき、該当する医療券情報が資格確認端末に連携され、ログにも吐き出
される。

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.13 資格確認実績の分析業務の位置づけ

医療機関等の職員が診療科目を選択することで、ログに診療科目を取り込むことが可能である認識。
⇒但し、医療機関等の職員の業務負荷が増大するため、廃案にしたオンライン請求端末利用案と同様の課題が残る。

ログに診療科目を取り込む場合

医療券情報の登録 資格確認 ログへの吐出し
受診情報の確認/頻回受
診者の特定

＜医療券情報＞

・個人番号：11112222

・氏名：AAA BBB

・診療科目：内科

・医療券番号：110011-1

＜医療券情報＞

・個人番号：11112222

・氏名：AAA BBB

・診療科目：外科

・医療券番号：110011-2

福祉事務所の職員は、診療科
目ごとに医療券情報を登録する。

資格確認端末

診療科目：外科

診療科目：内科

医療機関等の職員は、資格確
認端末に表示された診療科目
から、当日の診察内容に該当
する診療科目を選択する。

ログ1：XXX XXX

ログ2：XXX XXX

ログ3

・診療科目：外科

・医療券番号：110011-
2

・医療機関コード：○○

・資格確認日：
yyyy/mm/dd

オンライン資格確認等システム
のログには、医療機関等の職員
が選択した医療券情報のデータ
項目が吐き出される。

診療科目ごとの受診回数等が
集計できるため、福祉事務所の
職員は受診情報のみで頻回受
診者を特定し、改善指導等を
実施する。

福祉事務所職員生活保護システム

被保護者

課題

• 医療機関等の職員の業務負荷が増大する。

• 診療科目のマスタを作成する等の対応が必要になる可能性がある。

• 診療科目の選択ミスにより受診情報（ログ）の精度が低下する可能性がある。

集計

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.13 資格確認実績の分析業務の位置づけ

ログに診療科目を取り込まない場合、受診情報だけでは頻回受診者を正確に特定できない可能性があるものの、現在と比較して相対的に早く対
象者を絞り込むことが可能である想定。また、1つの診療科目でしか医療券情報が登録されていない被保護者については、受診情報だけで頻回受
診者を特定することが可能である想定。

ログに診療科目を取り込まない場合

ログへの吐出し 受診情報の確認
1次フィルター:頻回受診者
の対象者候補の抽出

レセプトの確認/頻回受診
者の特定

福祉事務所職員
生活保護システム/
レセプト管理システム

被保護者

ログ1：XXX XXX

ログ2：XXX XXX

ログ3

・医療券番号：110011-
2

・医療機関コード：○○

・資格確認日：
yyyy/mm/dd

福祉事務所職員生活保護システム

被保護者

対象者候補リスト

受診情報（ログ）に診療科目
のデータ項目なし。

受診情報では被保護者ごとの
受診回数、資格確認を行った
医療機関コード等を確認。

⇒頻回受診者を特定できない
可能性がある。

福祉事務所の職員は、受診回
数15回以上等、頻回受診者
の対象者候補をリスト化する。

現行通り、レセプト情報を確認
し、頻回受診者を正確に特定
した上で、改善指導等を実施
する。

課題
• 受診情報だけでは頻回受診者を特定できない可能性がある。

※1つの診療科目でしか医療券情報が登録されていない被保護者については、受診情報と
診療科目が一意に紐づくため、受診情報のみで頻回受診者の特定が可能である想定。

集計 集計

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.13 資格確認実績の分析業務の位置づけ

頻回受診指導対象者及び未委託での受診者を正確に特定することはできないが、頻回受診指導及び未委託の医療機関での受診者の一次スク
リーニングには有用である想定。

資格確認実績（ログ情報）の分析業務の位置づけ

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯

頻回受診の傾向がある
者等の把握

• 前日分の資格確認実績（ログ情
報）を日次で取得可能になることで、
現行より早期に頻回受診の傾向があ
る者等の把握→必要に応じて助言・
指導等を行うことができる。

• 資格確認実績（ログ情報）には“診
療科目“を含むことができないため、頻
回受診の要件を正確に満たした上で
対象者を特定することができない。
※診療科目を含む場合、医療機関
等職員によるデータ登録が必要になり、
業務負荷が高まる懸念がある。

• 受診の実績ではなく、あくまで資格確
認の実績であるため、資格確認実績
（ログ情報）のみで頻回受診指導対
象者及び未委託での受診者を正確に
特定することができない。

期待される効果 課題

• 被保護者健康管理支援事業におい
て、頻回受診指導が行われているもの
の、レセプト情報を活用して頻回受診
指導対象者を特定しているため、事
象（頻回受診）の発生→福祉事務
所の認知→被保護者の指導に数か
月の期間を要している。

解決したい現行の課題

⇒頻回受診指導対象者及び未委託での受診者を正確に特定することはできないが、一次スクリーニングとして有用である想定。
※資格確認回数があまりにも多い、又は未委託で資格確認を繰り返している場合は当該情報をもって指導を行う余地がある想定。

未委託の医療機関等で
資格確認を行った被保

護者の特定

• 未委託の医療機関等で資格確認を
行った被保護者を早期に特定すること
で、制度の原則に反する未委託の医
療機関等での受診件数を削減にする
ことができる。

• レセプト審査の際に初めて未委託の医
療機関等で受診した被保護者の存
在を把握することがある。

【頻回受診指導の要件】
※頻回受診の要件「同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診しており、短期的・集中的な治療（※）を行う者を除き、治療にあたった医師や嘱託医が必要以上の受診と認めた者
（※）15日以上受診している者を抽出し、その前2ヶ月との合計が40日未満の者
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

実現方式（大方針）の検討観点
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.14 オンライン資格確認導入時に実装する機能

オンライン資格確認の基本機能については、医療保険のオンライン資格確認で活用されている資源を改修し対応できる想定。一方で、
医療扶助の利便性向上に資する独自機能については、医療保険のオンライン資格確認と異なる対応となるため、新規での機能開発等
が必要になる想定。

福祉事務所のシステム

• 医療扶助の資格情報及び医療券/調剤券情報の
管理・登録機能

• 被保護者の健診情報の管理及び連携機能

支払基金・中央会のシステム

医療機関等のシステム

• 資格確認実績（ログ情報）の取得及び加工機
能

オンライン資格確認の基本機能 医療扶助の利便性向上に資する独自機能

• 医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報、薬
剤情報及び健診情報の機能連携

• 被保護者の健診情報の管理及び連携機能

• 公費負担者番号及び受給者番号によるオンライン
資格確認の機能（被保険者証によるオンラインと
同様の機能）

• マイナポータルへの医療扶助の資格情報、医療券
/調剤券情報、薬剤情報及び健診情報の連携機
能

• 資格確認実績（ログ情報）の管理及び連携機
能

• 未委託の資格情報及び医療券/調剤券情報の特
定機能

• 未委託の医療機関等として特定された場合の連
携情報の制御機能

• 医療機関コードをキーにした、資格情報及び医療
券/調剤券情報の一括での連携機能

• 医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報、薬
剤情報及び健診情報の要求、取り込み及び表示
機能

• 公費負担者番号及び受給者番号によるオンライン
資格確認の機能（被保険者証によるオンラインと
同様の機能）

• 未委託の資格情報及び医療券/調剤券情報の特
定機能

• 未委託の医療機関等として特定された場合の警
告文の表示機能

• 未委託の医療機関等として特定された場合の連
携情報の制御機能

• 医療機関コードをキーにした、資格情報及び医療
券/調剤券情報の一括での連携機能

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.14 オンライン資格確認導入時に実装する機能

医療扶助のオンライン資格確認で実装する機能の実装先システムを整理しました。

業務分類 機能分類 機能 実装先システム（案）

Ⅰ.資格情報
及び医療券/
調剤券情報
の登録

基本機能 医療扶助の資格情報及び医療券/調剤券情報の管理・登録機能 • 生活保護システム
• 医療保険者等向け中間サー

バー等
• オンライン資格確認等システム

マイナポータルへの医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報の連携機能

Ⅱ.健診情報
の登録

基本機能 被保護者の健診情報の管理及び連携機能 • 生活保護システム/レセプト管
理システム

• 特定健診等データ収集システム
• オンライン資格確認等システム

マイナポータルへの健診情報の連携機能

Ⅲ.資格確認 基本機能 医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報、薬剤情報及び健診情報の機
能連携

• オンライン資格確認等システム
• 資格確認端末
• レセプトコンピューター
• 電子カルテシステム
• マイナポータル

医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報、薬剤情報及び健診情報の要
求、取り込み及び表示機能

公費負担者番号及び受給者番号によるオンライン資格確認の機能（被保
険者証によるオンラインと同様の機能）

独自機能 未委託の資格情報及び医療券/調剤券情報の特定機能

未委託の医療機関等として特定された場合の警告文の表示機能

未委託の医療機関等として特定された場合の連携情報の制御機能

医療機関コードをキーにした、資格情報及び医療券/調剤券情報の一括での
要求及び取り込み機能

医療機関コードをキーにした、資格情報及び医療券/調剤券情報の一括での
連携機能

Ⅳ.資格確認
実績（ログ情
報）の連携

独自機能 資格確認実績（ログ情報）の管理及び連携機能 • 生活保護システム
• オンライン資格確認等システム
• 医療保険者等中間サーバー等

資格確認実績（ログ情報）の取得及び加工機能

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果：実現方式（大方針）



.

88

2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.14 オンライン資格確認導入時に実装する機能

福祉事務所では、生活保護の保護決定時に医療扶助の資格情報を登録する。また、要否意見書を踏まえ、医療扶助の決定時に医
療券/調剤券情報を登録する。
上記を実現する機能を基本機能として実装する。

資格情報、医療券/調剤券情報の登録に係る機能

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

LGWAN VPN

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

＜基本機能＞
医療扶助の資格情報及び医
療券/調剤券情報の管理・登
録機能

2

＜基本機能＞
医療扶助の資格情報及び
医療券/調剤券情報の管
理・登録機能

1

＜基本機能＞
医療扶助の資格情報及び医療券/調剤券
情報の管理・登録機能

マイナポータルへの医療扶助の資格情
報、医療券/調剤券情報、薬剤情報及び
健診情報の連携機能

3

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.14 オンライン資格確認導入時に実装する機能

既に被保護者健康管理支援事業において、レセプト管理システムで被保護者の健診情報を管理している福祉事務所も存在すること
から、健診情報の連携は生活保護システム及びレセプト管理システムから選択できることとする。
上記を実現する機能を基本機能として実装する。

健診情報の登録に係る機能

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

特定健診等データ
収集システム

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

LGWAN VPN

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

＜基本機能＞
被保護者の健診情報の管
理及び連携機能

＜基本機能＞
被保護者の健診情報の管
理及び連携機能

＜基本機能＞
被保護者の健診情報の管理
及び連携機能

マイナポータルへの健診情
報の連携機能

1

3

2

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.14 オンライン資格確認導入時に実装する機能

医療機関等における資格確認は医療保険のオンライン資格確認と同様の流れを想定。医療券/調剤券情報の登録に係るリードタイム
を考慮して、医療機関コードによる医療券/調剤券情報の一括照会により、自機関が委託先として登録された医療券/調剤券情報を
一括で取得できる想定。
上記を実現する機能を基本機能、独自機能に分けて実装する。

資格確認に係る機能

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

LGWAN VPN

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

＜基本機能＞
医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報、薬剤情報及び健診情報の機能連携
公費負担者番号及び受給者番号によるオンライン資格確認の機能（被保険者証による
オンラインと同様の機能）
＜独自機能＞
未委託の資格情報及び医療券/調剤券情報の特定機能
未委託の医療機関等として特定された場合の連携情報の制御機能
医療機関コードをキーにした、資格情報及び医療券/調剤券情報の一括での連携機能

＜基本機能＞
医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報、薬剤情報及び健診情報の要求、取
り込み及び表示機能

公費負担者番号及び受給者番号によるオンライン資格確認の機能（被保険者
証によるオンラインと同様の機能）
＜独自機能＞
未委託の資格情報及び医療券/調剤券情報の特定機能
未委託の医療機関等として特定された場合の警告文の表示機能
未委託の医療機関等として特定された場合の連携情報の制御機能
医療機関コードをキーにした、資格情報及び医療券/調剤券情報の一括での要
求及び取り込み機能

1

2

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.14 オンライン資格確認導入時に実装する機能

被保護者の資格情報が要求された実績を資格確認実績（ログ情報）としてオンライン資格確認等システム→医療保険者等向け中
間サーバー等に連携する。生活保護システムは、医療保険者等向け中間サーバー等から資格確認実績（ログ情報）を取得し、頻回
受診の傾向がある者等を把握する。
上記を実現する機能を独自機能として実装する。

資格確認実績（ログ情報）の分析に係る機能

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

顔認証付きカードリーダー/
資格確認端末

レセプトコンピューター等

オンライン請求端末

オンライン
請求NW

オンライン
請求NW

LGWAN VPN

＜独自機能＞

資格確認実績（ログ
情報）の取得及び加
工機能

＜独自機能＞
資格確認実績（ログ
情報）の管理及び連
携機能

＜独自機能＞
資格確認実績（ログ
情報）の管理及び連
携機能

1

3 2
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.15 機能に係る検討事項一覧 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討事項一覧

機能の検討事項一覧

機能に係る検討事項一覧を整理しました。

項番 検討事項 検討結果 参照頁

2.2.16 審査支払システムと連動させ、委託されていない医
療機関から請求があった場合には返戻とする仕組み
を実装するか。

支配基金より、当該仕組みは実装の実現可能性
が低い旨のコメントを受領。
代替案として、請求前資格確認を実装する。

P106~P118
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入 ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討結果

項番 検討事項 検討結果

2.2.16 審査支払システムと連動させ、委託されていない医療機関から
請求があった場合には返戻とする仕組みを実装するか。

支配基金より、当該仕組みは実装の実現可能性が低い旨のコ
メントを受領。
代替案として、請求前資格確認を実装する。
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入

医療機関等→オンライン請求システムに連携されたレセプトから、対象者の資格情報を抽出した資格情報ファイルを作成する。医療保
険者等はオンライン請求システム上の資格情報ファイルをダウンロードし、その情報を基に、返戻対象者を抽出した返戻情報ファイルを作
成する。医療保険者等は、オンライン請求システム上で返戻情報ファイルをアップロードし、その情報に基づき、オンライン請求システム上
でレセプト返戻が行われる。

オンライン請求システムを利用した請求前資格確認の流れ

オンラインによる請求前資格確認の流れ
URL：https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online_01/shikakukakunin.html

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入

オンライン請求システムにアクセス、ログインすることで、資格情報ファイルをダウンロードする。

資格情報ファイルのダウンロード方法

オンライン請求システム操作手順書 ー運用編ー
URL：https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/hokenja/download/download_01.files/online_m_h.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯
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2. 調査研究
2.2. 実現方式（大方針）
2.2.16 請求前資格確認の導入

オンライン請求システムにアクセス、ログインすることで、返戻情報ファイルをアップロードする。

返戻情報ファイルのアップロード方法

オンライン請求システム操作手順書 ー運用編ー
URL：https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/hokenja/download/download_01.files/online_m_h.pdf

ネットワーク方式 業務/運用 機能 データ

検討経緯


